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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
放射線学的徴候に対する検出の選択性を高めたトモシンセシス画像を取得するための方法
であって、
身体に対し、ある角度方向にＸ線照射が向くようにしたＸ線管（４）によって、Ｘ線照射
を提供する工程と、
２つの境界線向きの間で向きの角度を変えることにより、経路に沿った方向の向きを分布
させる工程と、
複数の向きの各々でＸ線照射に前記身体を曝す工程と、
前記身体を基準とした方向の向きの関数として曝射中に前記Ｘ線管（４）によって発生さ
せる前記照射線量を変更する工程と、を含み、
前記向きの角度のピッチが放射線学的徴候のサイズで変わり、
経路の多数の向きと比べてある１つの向きまたは１つの向き群の累積照射線量は総照射線
量の５／９より多いこと、を特徴とする方法。
【請求項２】
累積照射線量が総照射線量の５／９より多い向きは、その主方向が身体の支持体と直交す
るような中央の向き（Ａ０）の各側に配置設定されていること、
境界線向き（Ａ９及びＡ’９）の最も近くにある境界線向き群（Ａ６、Ａ７、Ａ８及びＡ
’６、Ａ’７、Ａ’８）ではその累積照射線量が総照射線量の１／９より少ないこと、
中央の向き（Ａ０）の各側に分布させた中央向き群（Ａ１、Ａ２及びＡ’１、Ａ’２）で
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はその累積照射線量が総照射線量の５／９より多いこと、
中央向き群（Ａ１、Ａ２及びＡ’１、Ａ’２）と境界線向き群（Ａ６、Ａ７、Ａ８及びＡ
’６、Ａ’７、Ａ’８）の間に位置する中間向き群（Ａ３、Ａ４及びＡ’３、Ａ’４）で
は、中間群内の向きの数が境界線群（Ａ６、Ａ７、Ａ８及びＡ’６、Ａ’７、Ａ’８）内
の向きの数より少ないこと、
を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
トモシンセシス画像を取得するための方法であって、
身体に対し、ある角度の第１の向きにＸ線照射が向くようにしたＸ線管（４）によって、
Ｘ線照射を提供する工程と、
前記第１の向きに対応する第１の投影画像を記録する工程と、
中央向きのいずれかの側に位置付けられた２つの境界線向きの間で、前記向きの方向を角
度分布させ、その他の複数の投影画像を記録する工程と、
再構成画像を作成するために前記複数の投影画像を処理する工程と、を含み、
前記向きの角度のピッチが放射線学的徴候のサイズで変わり、
前記境界線向き（Ａ９及びＡ’９）の近くに向けられた曝射に関する照射線量は前記中央
の向き（Ａ０）の近くに向けられた曝射に関する照射線量より少なく、
前記処理工程は前記複数の投影画像の各々に空間フィルタを適用し、
前記空間フィルタはフィルタ処理コアを含み、
中央の向き（Ａ０）の近傍の向きに対応する投影画像に関する前記コアのサイズは境界線
向き（Ａ９及びＡ’９）の近傍の向きに対応する投影画像に関する前記コアのサイズより
小さいこと、
を特徴とする方法。
【請求項４】
割り当てられる線量及びコアのサイズを、中央の向き（Ａ０）を基準とした角度方向の特
定に従って段階的かつ単調性に変更する工程をさらに含む請求項３に記載の方法。
【請求項５】
前記フィルタがウィーナーフィルタであり、かつ中央の向きの近傍の向きに関するフィル
タの値は境界線向き（Ａ９及びＡ’９）の近傍の向きに関するフィルタの値より大きい、
請求項１乃至４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
２つの連続する向きによってその角度が形成される角度ピッチは境界線向き（Ａ９及びＡ
’９）に向かうに従って増大する、請求項１乃至５のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
前記中央の向き（Ａ０）の近傍の向きは約３度に等しい角度ピッチを有しており、かつ前
記境界線向き（Ａ９及びＡ’９）の近傍の向きは約７度に等しい角度ピッチを有している
、請求項１乃至６のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
前記中央の向き（Ａ０）は、Ｘ線管（４）と対面するように配置させた身体の支持体と直
角の方向を向いている、請求項１乃至７のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
前記曝射は固定式あるいは移動式である、請求項１乃至８のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
前記身体は乳房（２）である、請求項１乃至９のいずれかに記載の方法。
【請求項１１】
Ｘ線管（４）が発生させる照射線量を患者の乳房（２）の厚さの関数として決定する工程
と、
前記再構成画像を検出器（３）の面と平行なスライス面を基準とした１つまたは複数のス
ライスになるように切断する工程とをさらに含む請求項１乃至１０のいずれかに記載の方
法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放射線学的徴候に対する検出の選択性を高めたトモシンセシス画像を取得す
るための方法に関する。本発明は特殊な便宜に供することが可能であり、医用撮像分野（
さらに具体的には、マンモグラフィ分野）における利用に限るものではない。本発明はさ
らに、この種の画像処理法を備えた医用画像観察ステーションに関する。
【背景技術】
【０００２】
　マンモグラフィは今日、乳がんに関連付けされた病変を早期に検出するために広範に利
用されている。マンモグラフィ装置で検出される放射線学的徴候は、周囲の組織と比べて
Ｘ線に対する不透過性がより大きい要素からなる微小石灰化と呼ばれるカルシウムの沈着
（ａｃｃｒｅｔｉｏｎ）であることや、あるいはマンモグラフィ画像内において隣接する
ゾーンと比べてＸ線の吸収がより強いところである高密度ゾーンによって表現される腫瘍
であることがあり得る。
【０００３】
　放射線画像は、患者乳房の放射線像を取得するように設計されたＸ線マンモグラフィ装
置によって収集される。構造的にまたその原理のために、マンモグラフィデバイスは垂直
の支柱を有しており、マンモグラフィデバイスは斜方向に向けることが可能であり、かつ
マンモグラフィデバイスには患者が自分の乳房をその上に位置させる乳房支持トレイまた
はプラットフォームが設けられている。この乳房支持トレイまたはプラットフォームは、
放射線画像の検出用の放射線感受性フィルムか電子式検出器のいずれかの上に重ね合わさ
れる。画像収集プロトコルには放射線撮像の時点で乳房を圧迫する必要性が含まれる。こ
のためにこの支柱は、乳房を圧迫することが可能な手動操作式またはモータ駆動式の摺動
式パッド（ｐａｄ）またはパドル（ｐａｄｄｌｅ）を備えている。支柱の上部には、Ｘ線
管と、Ｘ線ビームをコリメートするために使用される器具と、を備えている。したがって
支柱は、上から下に向かって順に、Ｘ線管、パドル、乳房支持トレイ及び検出器という構
成要素を垂直に支えている。
【０００４】
　しかしこの種のマンモグラフィ装置は、腫瘍や石灰化の有無に関する十分な情報を提供
できない患者乳房の２Ｄ画像しか作成することができず、患者に対してストレスをもたら
すと共に公衆衛生上の過剰なコストを要するような偽陽性解釈を生じさせることが多い。
【０００５】
　さらに、ある種のカルシウム堆積やある種の不透過体ケースは特定されないことがあり
得る。この現象には幾つかの原因がある。特にマンモグラフィ画像が投影の結果得られる
ものであるため、マンモグラフィ画像は構造が重なり合って描出され乳房の構造の視認性
を妨げることになり、このためこれらの構造の重複がある不透過体に類似する場合には偽
陽性解釈につながり、またこれらの構造が病変の視認性を不明瞭にする場合には偽陰性解
釈につながることがしばしばある。
【０００６】
　これらの偽陽性解釈や偽陰性解釈の問題の解決に役立てるために、従来技術において患
者乳房の３Ｄ画像を作成するマンモグラフィ装置が存在している。図１ａは、患者乳房の
３Ｄ画像の収集原理を表した概略図である。図１ａの装置では、Ｘ線感受性フィルム上へ
の照射の連続的な集積によって画像を収集するのではなく、マンモグラフィ装置のＸ線管
４を経路Ｔに沿った異なる位置Ｐ’ｎ～Ｐｎに配置させて行った１組の曝射に対応した一
連の画像を収集することが好ましい。患者の乳房２（またしたがって、検出器３）はこれ
らの連続する曝射Ｐ’ｎ～Ｐｎの間に照射を受ける。
【０００７】
　次いでコンピュータ断層で使用されるタイプの画像再構成アルゴリズムを適用すること
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によって、あるスライス面内の画像並びに該スライス面と隣接する面内のその他の画像を
再構築するような周知の方法が存在する。したがって、単一のスキャンですべての画像が
要求されるような合成式断層撮像について述べることができる。この一連の収集画像から
、乳房内で検出器と平行な任意の面を遡及的に作成することができる。したがって、投影
により収集した一連の画像から、圧迫した乳房の厚み全体に及ぶ１組の画像スライスが作
成される。各断面５ａ～５ｎは距離ｚの位置にある検出器の面と平行な仮想断面を意味し
ている。
【０００８】
　図１ｂは、作成する画像ボリュームに関する検出器面と平行な２つの仮想スライスを表
した概略図である。図１ｂから理解できるように、乳房２内の臨床関心対象領域６及び７
はすべての断面上においてそのスライス面を基準として分布しており、また同時に周囲の
組織との干渉が最小化されている。
【０００９】
　しかし、このトモシンセシス・マンモグラフィ装置には限界がある。というのは、こう
したトモシンセシス装置では平均的な乳房について典型的には５０～８０枚のスライスか
らディジタルボリューム再構成が実施されるからである。このため管理すべき情報量が極
めて大きい。同様に、臨床関心対象の情報を画像ボリューム内で順次探査することになる
ため、こうした情報へのアクセスには極めて長い時間がかかる。
【００１０】
　ただし、マンモグラフィにより特異的な別の問題点（別の分野でも起こり得る）は、臨
床関心対象となる微小石灰化に対する１００μｍと５００μｍの間での解析を可能とさせ
る要求に関するものである。このため、マンモグラフィ内でがん病変を疑う根拠となし得
る異常の検出及び特徴付けには高い空間分解能が必要である。この空間分解能の問題はト
モシンセシス・マンモグラフィデバイスにおいて決定的である。したがってこれらのデバ
イスは、微小石灰化を精細に解析するのに十分な画質を取得するために使用することがで
きない。
【００１１】
　さらに、こうした収集幾何学構成に関して予測される影響の１つは、微小石灰化などの
微小物体がより明瞭でなくなったり位置特定できなくなることである。というのは、臨床
関心対象の面外ゾーン（ｏｕｔ－ｏｆ－ｐｌａｎｅ　ｚｏｎｅ）６及び７は、第１には再
構成アルゴリズムによってかつ第２には乳房全体のボリューム再構成によって誘導される
ファジースポット関数（ｆｕｚｚｙ　ｓｐｏｔ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ）による影響を受ける
からである。この乳房全体のボリューム再構成は、膨大なデータボリュームを作成するこ
とによらなければ投影軸に沿って十分な分解能を備えるように実施することが不可能であ
る。このために、断層撮像画像の検討処理に大きな影響を及ぼす結果となる。
【００１２】
　さらに、微小石灰化が個々に喪失することだけが予期される唯一の影響ではない、とい
うのはクラスター状の微小石灰化ではさらに同時に焦点深度の低下のためにクラスター内
での微小石灰化の視認性が喪失するからである。この焦点深度は、厳密な焦点面の下側ま
たは該面を超えるところで画像の鮮鋭度をひどく損なうことなく変更することが可能な量
である。
【００１３】
　従来技術において、ワークフロー及び表示焦点深度の問題点に対するある取り組み法が
存在する。この取り組み法はＴａｏ　Ｗｕらによって「Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｐｈｙｓｉｃｓ
」（２００３年３月、Ｖｏｌ．３０　３６５／３８０）内の記事において開示されている
。Ｔａｏ　Ｗｕらが記載している解決法は、一般に線量（ｄｏｓｅ）と呼ばれるＸ線強度
全体の分布に関して１つの方針を記載している。この方針によれば、乳房の曝射中にＸ線
管が発生させる照射線量に関して不均一な分布が実現される。この分布は、乳房を基準と
した管球の位置並びに検出器の動きの関数として実現される。
【００１４】
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　Ｔａｏ　Ｗｕらの記事で開示されたこの取り組み法を図２に表している。図２では、管
球の向き群中の２つの境界線位置ＰｎとＰ’ｎの間で管球の位置を角度分布させている。
これらの群は、管球の中央の位置Ｐ０の各側に配置設定される。ある群の向きのすべてに
関する照射線量は同じである。
【００１５】
　その管球位置ができる限り境界線位置ＰｎまたはＰ’ｎの近くにされる境界線群Ｇ３ま
たはＧ’３では、その累積照射線量は総照射線量の０．３３に等しい。その管球位置が中
央の位置の各側に分布される中央の群Ｇ１では、その累積照射線量は総照射線量に等しい
。中央の群Ｇ１と境界線群Ｇ３またはＧ’３との間に位置する中間群Ｇ２またはＧ’２で
は、その累積照射線量は総照射線量の０．５に等しい。
【特許文献１】第ＦＲ２８６４２９９Ａ号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　提唱されたこの取り組み法では、再構成スライスがディジタル式に相互に組み合わせら
れ高い焦点深度を得ている。しかしこれによっても、臨床関心領域の面外にある微小石灰
化が喪失する可能性は解決されておらず、またスライスと組み合わされる追加的なデータ
ボリュームが作成されない。さらに、スライスの組み合わせを表示と同時に実施するとそ
のワークフローが損なわれることがある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明は正確には、本明細書の上で説明した技法の欠点を克服することを目的とする。
このために本発明は、放射線学的徴候の検出の選択度を向上させることが可能なトモシン
セシス画像を取得するための方法を提唱する。
【００１８】
　このために本発明は、３Ｄ画像において放射線学的徴候の検出を容易にするために使用
される画像処理法と関連付けされた投影画像収集技法を提唱する。この収集技法及び画像
処理法では、放射線学的徴候はトモシンセシス方法で特定するのが容易であり、これによ
ってより効率の高い検査が可能となる。
【００１９】
　本発明は、情報の可読性を向上させるための放射線学的画像に対するディジタル処理技
法を有利に活用しているマンモグラフィに対する新規の取り組み法を提唱する。
【００２０】
　これらの画像処理法は、臨床データの観察に要する時間を短縮しかつ臨床関心対象の情
報へのアクセスを簡略化することが可能な新規方式の開発において大きなデータ量に対処
するために使用することが可能である。
【００２１】
　本発明の収集技法は、Ｘ線線量の分布に関する改良式の方針を用いてトモシンセシスシ
ーケンスを収集するために使用することが可能である。本発明では、従来技術の方式に対
する矯正を実施したいずれの線量分布方針によっても放射線学的徴候の検出の向上につな
がることが理解できよう。
【００２２】
　本発明の線量分布方針は、放射線学的徴候の多種多様なサイズ及び種別に関して実質的
に均一である焦点深度の関数として規定される。この方針は、周波数スペクトルを超えた
信号対雑音比の最適な伝播の保証を目的としたディジタル式フィルタ処理と結合させてい
る。このディジタル式フィルタ処理は、再構成中にノイズ伝播の制御を要求するようなク
ラスの適応フィルタによって実施される。本発明では、管球の各投影に対して適用するフ
ィルタは、その投影に割り当てられる線量に依存する。
【００２３】
　したがって本発明は、収集幾何学構成の分布及び／または収集線量及び／またはディジ
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タル式フィルタ処理が適正であることによって異なるサイズ及び種別の放射線学的徴候の
検出に適した焦点深度を提供するようなある特定のトモシンセシス画像を取得するための
方法を実現する。本発明はさらに、再構成の光軸に近い（すなわち、スライス面と直交す
る）角度にピークをもつ線量分布方針によって、管球の中央の位置と境界線位置の間の比
を３対１として、表示させる画像の品質が急激に改善されることを利点としている。
【００２４】
　より具体的には本発明の目的は、トモシンセシス画像を取得するための方法であって、
　身体に対する第１の角度方向にその主照射方向が向くようにしたＸ線管によって曝射中
に身体にＸ線照射が当てられること、
　この第１の向きに対応する第１の投影画像が記録されること、
　主向き方向のその他の向きに関してこれらの操作が反復されると共に、その他の投影画
像が記録されること、
　再構成画像を作成するようにこれらの投影画像が処理されること、
　Ｘ線管によって発生させる照射線量は、身体を基準とした主方向の向きあるいは該向き
とリンクさせた別の係数の関数として曝射中に変動するように生成されること、
　向き群中の２つの境界線向きの間で向きが角度分布されること、を特徴とすると共に、
　１つの向きまたは１つの向き群が経路の多数の向きと比べて好ましいこと、
　この好ましい向きまたは好ましい向き群に関する累積照射線量が総照射線量の５／９よ
り多いこと、
を特徴とする方法である。
【００２５】
　同じく本発明では、
　これらの群は、その主方向が身体の支持体と直交するような中央の向きの各側に配置設
定されていること、
　その向きが境界線向きの最も近くにある境界線群ではその累積照射線量が総照射線量の
１／９より少ないこと、
　中央の向きの各側にその向きが分布される中央の群ではその累積照射線量が総照射線量
の５／９より多いこと、
　中央群と境界線群の間に位置する中間群では、該群における向きの数が境界線群に関す
る向きの数より少ないこと、
とすると有利である。
【００２６】
　本発明の目的の１つはさらに、トモシンセシス画像を取得するための方法であって、
　身体に対する第１の角度方向にその主照射方向が向くようにしたＸ線管によって曝射中
に身体にＸ線照射が当てられること、
　この第１の向きに対応する第１の投影画像が記録されること、
　主向き方向のその他の向きに関してこれらの操作が反復されると共に、その他の投影画
像が記録されること、
　再構成画像を作成するようにこれらの投影画像が処理されること、
　Ｘ線管が発生させる照射線量は身体を基準とした主方向の関数として曝射中に変動する
ように生成されること、
　中央の向きの各側に配置設定された２つの境界線向きの間に向きが角度分布されること
、
　境界線向きの近くに向けられた曝射に関する照射線量は中央の向きの近くに向けられた
曝射に関する照射線量より少ないこと、を特徴とすると共に、
　該処理は投影画像に対する空間フィルタ処理を含むこと、
　該空間フィルタ処理は所与のサイズのフィルタ処理コアを含むこと、
　中央の向きの近傍の向きに対応する投影画像では該コアのサイズが境界線向きに対応す
る投影画像の近傍の向きに関する場合よりも小さいこと、
を特徴とする方法である。
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【００２７】
　同じく本発明では、割り当てられる線量及びコアのサイズは中央の向きを基準とした角
度方向の特定に従って段階的かつ単調性に変更されると有利である。
【００２８】
　同じく本発明では、そのフィルタがウィーナーフィルタであると共に、中央の向きの近
傍の向きに関するフィルタの値は境界線向きの近傍の向きに関するフィルタの値より大き
いと有利である。
【００２９】
　同じく本発明では、２つの連続する向きが形成する角度である角度ピッチは境界線向き
に向かうに従って増大させると有利である。
【００３０】
　同じく本発明では、中央の向きの近傍の向きは約３度に等しい角度ピッチを有しかつ境
界線向きの近傍の向きは約７度に等しいその角度ピッチを有すると有利である。
【００３１】
　同じく本発明では、中央の向きはＸ線管と対面するように配置させた身体の支持体と直
角の方向を向いていると有利である。
【００３２】
　同じく本発明では、その曝射は固定式あるいは移動式であると有利である。
【００３３】
　同じく本発明では、その身体は乳房であると有利である。
【００３４】
　同じく本発明では、検出器面と平行なスライス面を基準として再構成画像が１つまたは
複数のスライスになるように切断されると有利である。
【００３５】
　同じく本発明では、管球が発生させる照射線量は患者乳房の厚さの関数として決定され
ると有利である。
【００３６】
　本発明はさらに、放射線学的徴候に対する検出の選択性を高めたトモシンセシス画像を
取得するための前記方法を実現するためのデバイスに関する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　本発明は、以下の説明及び添付の図からより明瞭に理解されよう。これらの図は例示の
ために与えたものであり、いかなる意味でも本発明の範囲を限定するものではない。
【００３８】
　図３は本発明によるＸ線デバイス（特に、マンモグラフィ装置）を表している。このＸ
線デバイス１０は垂直の支柱１１を有する。この垂直の支柱１１上には、Ｘ線放出管球１
３とこの管球１３が放出したＸ線の検出が可能な検出器１４とを支えているヒンジ式アー
ム１２が存在する。このアーム１２は、垂直方向、水平方向あるいは斜め方向に向けるこ
とができる。管球１３にはＸ線放出焦点となる焦点１５が設けられている。この焦点１５
は主放出方向Ｄに沿ってＸ線ビーム１６を放出する。
【００３９】
　アーム１２は垂直の支柱１１上において、円弧の形態の経路Ｔに沿って管球１３をシフ
トする一方で同時に検出器１４は不動の状態として使用できるようなヒンジ動作をする。
管球１３がある１つの面内または球体部内を移動することを可能とした別の配列も可能で
ある。ついで管球１３は２つの末端位置の間で傾斜して拡がっている異なる位置を占める
ことが可能である。この２つの位置は例えば、検出器２の面との直交面を基準として互い
に対称である。
【００４０】
　好ましい一例では、その検出器１４はディジタル検出器である。検出器１４はＸ線ビー
ム１６を受け取るように管球１３と反対側で主照射方向Ｄでアーム１１に対してフックさ
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れている。
【００４１】
　アーム１２には、患者がその上に自身の乳房を置くための乳房支持トレイまたはプラッ
トフォーム１７が設けられている。この乳房支持トレイは検出器１４を覆うように置かれ
ている。検出器１４は乳房支持トレイ１７の下側に配置されている。検出器１４は、患者
乳房及び乳房ホルダートレイ１７を通過した後のＸ線を検出する。
【００４２】
　一変形形態では、検出器１４は、可動式とすることがありまたＸ線管１３と同時に乳房
の周りの様々な位置を占有することがある。このケースでは、検出器１４は乳房ホルダー
トレイ１７に対して固定式に連結していない。検出器１４は平坦とすることや曲面状とす
ることができる。そのシフトは回転式及び／または並進式とすることができる。
【００４３】
　好ましい一例では、その検出器１４はディジタル検出器である。検出器１４は、Ｘ線ビ
ーム１６を受け取るように管球１３と反対側で放出方向Ｄでアーム１２に対してフックさ
れている。
【００４４】
　アーム１２には、患者がその上に自身の乳房を置くための乳房ホルダートレイ１８が設
けられている。この乳房ホルダートレイ１８は検出器１４の最上部に配置されている。検
出器１４は乳房ホルダートレイ１８の下側に配置されている。検出器１４は、患者乳房及
び乳房ホルダートレイ１８を交差した後のＸ線を検出する。
【００４５】
　さらに、乳房の固定と画質や患者乳房に付与されるＸ線強度との両者に関連した理由の
ために、放射線撮像中に患者乳房を圧迫することが必要である。様々な圧迫力が加えられ
ることがある。これらの力は、実施される検査の種類の関数として乳房ホルダートレイ１
７上にある乳房を圧迫している圧迫用パッド１８を介して加えられる。このためにアーム
１２は、手動操作式またはモータ駆動式のいずれかにより乳房を圧迫するように製作する
ことが可能な摺動式パッド１８を有している。パッド１８はＸ線透過材料（例えば、プラ
スチック）から製作される。アーム１２はしたがって、垂直方向で上から順に、Ｘ線管１
３、圧迫用パッド１８、乳房ホルダートレイ１７及び検出器１４を支持している。
【００４６】
　パッド１８、患者乳房、トレイ１７及び検出器１４は固定されているが、Ｘ線管１３は
このアセンブリを基準として様々な空間的位置を占有することがある。
【００４７】
　患者乳房の各部分に対する検査を可能にするために、ビーム１６はその乳房の周りの多
数の方向に向けられることがある。患者身体のある部分を横切る多数のビーム１６を受け
取った後、検出器１４は受け取った線束のエネルギーに対応した電気信号を放出する。次
いでこれらの電気信号は外部バス２１によって制御論理ユニット２０に送られることがあ
る。これらの電気信号によってこの制御論理ユニット２０は解析対象の身体部分に対応す
る投影画像を作成することが可能となる。次いでこれらの画像はこの制御論理ユニット２
０の画面によって表示することができ、あるいはこれらの画像はプリントされることがあ
る。
【００４８】
　一例では制御論理ユニット２０は、マイクロプロセッサ２２、プログラムメモリ２３、
データメモリ２４、キーボード２６を装備した表示画面２５、及び出力／入力インタフェ
ース２７を備える。マイクロプロセッサ２２、プログラムメモリ２３、データメモリ２４
、キーボード２６を装備した表示画面２５、及び入力／出力インタフェース２７は内部バ
ス２８によって相互連絡させている。
【００４９】
　実際面では、あるデバイスがある動作を実施するように指令されると、該デバイスのマ
イクロプロセッサを該デバイスのプログラムメモリ内に記録された命令コードによって制
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御することによってこの動作が実施される。制御論理ユニット２０はこうしたデバイスの
うちの１つである。制御論理ユニット２０は集積回路の形態で製作されることが多い。
【００５０】
　プログラムメモリ２３は、その各々がデバイスのある機能を履行させるような命令コー
ドに対応している幾つかのゾーンに分割されている。本発明のその変形形態に応じて、メ
モリ２３は、管球１３の経路を設定させる命令コードを含んだゾーン２９を有する。メモ
リ２３は、該経路に沿った方向Ｄの角度の数を決定させる命令コードを含んだゾーン３０
を有する。メモリ２３は、検出しようとする放射線学的徴候の種別に応じて向き方向Ｄを
拡げるモードを決定させる命令コードを含んだゾーン３１を有する。メモリ２３は、検出
しようとする放射線学的徴候の種別及びサイズに応じて主Ｘ線照射方向Ｄの多数の向きに
関してＸ線強度分布の方針を実現させる命令コードを含んだゾーン３２を有する。
【００５１】
　メモリ２３は、主Ｘ線照射方向Ｄの各向きに割り当てられたＸ線強度の放出を指令する
命令コードを含んだゾーン３３を有する。
【００５２】
　メモリ２３は、各向きで放出されたＸ線に対応して検出器１４が受け取る投影画像を収
集させる命令コードを含んだゾーン３４を有する。メモリ２３は、収集幾何学構成及び検
出器に由来するアーチファクトを解消するために投影画像に対する前処理を実行させる命
令コードを含んだゾーン３５を有する。メモリ２３は、各投影画像について対応する方向
Ｄごとに受け取ったＸ線強度の関数として適応させてフィルタを適用させる命令コードを
含んだゾーン３６を有する。
【００５３】
　メモリ２３は、平均的な乳房で５０～８０枚のスライスを含む再構成ディジタルボリュ
ームを取得するため、異なる角度で収集した処理済み投影画像のすべてに断層撮像再構成
アルゴリズムを適用させる命令コードを含んだゾーン３７を有する。メモリ２３は、再構
成ディジタルボリュームを処理し、再構成した乳房ボリューム内で放射線学的徴候を構成
する可能性があるボクセルを位置特定するためのアルゴリズムを実行させる命令コードを
含んだゾーン３８を有する。これらの放射線学的徴候は微小石灰化のことも不透過体のこ
ともある。
【００５４】
　動作モードにおいて、制御論理ユニット２０は管球１３の経路Ｔを決定する。この経路
は施術者が選択した標準ビューに従って決定されることがある。
【００５５】
　制御論理ユニット２０は、経路Ｔに沿って管球３の一連の曝射位置をサンプリングする
ことによって進められる。経路Ｔの形状は焦点１５によって与えられる。図３の例では、
経路Ｔは円弧の形状を有している。管球のこれらの曝射位置は、管球の２つの境界線曝射
位置が境界となっている。これらの境界線曝射位置は一般に、管球の製作に由来して、さ
もなければ医学的要件に従って生じる。これらの境界線曝射位置は、焦点が空間的に占有
することが可能な末端位置に対応する。この２つの境界線曝射位置は、乳房ホルダートレ
イ１７の面Ｎと直交する中央の位置を基準として対称である。乳房（またしたがって、検
出器１４）は連続する曝射位置の間に照射を受ける。これらの曝射位置では、Ｘ線管の焦
点１５は、固定した空間角度展開した位置を占有する。
【００５６】
　このことは一例であり本発明の限定を意図していないが、角度探査が中央の曝射位置に
あたる照射の正中方向を基準として６０度プラスまたはマイナス３０度に等しくなるよう
に企画している。この探査の間に、制御論理ユニットはビーム１６をある数だけ収集して
おり、所望の画像再構成精度に応じて例えば９本、１１本、１３本あるいは別のビーム本
数が収集される。したがって患者乳房の曝射中に、管球１３により乳房にＸ線照射が当て
られる。一例では管球１３は、その主照射方向Ｄが乳房ホルダートレイ面Ｎと直交する第
１の中央角度方向Ａ０を向くようにして乳房に第１のＸ線照射を当てている。この曝射（
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ｅｘｐｏｓｕｒｅ）とは、乳房がＸ線に曝露されている間の時間である。乳房に対するこ
の曝射は、管球１３が固定の位置で乳房に照射を当てる場合は固定していると想定される
。また管球１３が非固定の位置で乳房に照射を当てる場合は乳房に対する曝射は移動して
いると想定される。
【００５７】
　検出器が固定しているときは、この中央の向き角度Ａ０は検出器の法線と直交する。管
球が中央の曝射位置にあるときは、この中央の向き角度Ａ０は主角度方向に対応する。制
御論理ユニット２０は、管球１３の経路Ｔに沿った主Ｘ線照射方向Ｄの向きの数を決定す
る。図３の例では、その向きの数が２１である。
【００５８】
　管球１３は、経路Ｔに沿った主照射方向Ｄの多数の向きに対してＸ線線量を放出する。
図３の例では、中央の向きＡ０と境界線向きＡ９の間に配置設定された向きのみを図示し
ている。ここで向きＡ９の角度は、管球が境界線曝射位置にあるときは主角度方向に対応
する。
【００５９】
　これらの向きＡ１～Ａ９は中央の向きＡ０の右側に配置設定させている。これ以外の向
きＡ’１～Ａ’９（図示せず）がこの中央の向きＡ０の左側に配置設定されている。これ
らの向きＡ’１～Ａ’９は、向きＡ１～Ａ９と同じ特徴を有する。この中央の向きＡ０に
よって向きの全体数が２つの等しい部分に分離されている。
【００６０】
　制御論理ユニットはさらに、経路Ｔに沿って多数のビーム１６を放出するための向きＡ
０～Ａ９の角度展開を決定する。制御論理ユニット２０は、検出しようとする放射線学的
徴候の種別の関数として経路Ｔ上で向き１６（Ａ０～Ａ９）を展開させる。こうした向き
の決定及び角度展開の一例を図５ａ及び５ｃに表している。
【００６１】
　制御論理ユニット２０は、方向Ｄの各向きに関するＸ線ビーム１６上に分布させるＸ線
強度（より一般的には、線量と呼ばれる）を決定する。分布させる総Ｘ線線量は、従来の
マンモグラフィで使用される線量の関数として決定されることがある。一変形形態では、
患者乳房の厚さの関数としてこれが決定されることがある。
【００６２】
　制御論理ユニット２０は、方向Ｄの全方向にわたりこの総線量の分布モードを決定する
。これによって、その受け取る累積線量が割り当てられる最大Ｘ線線量になるような好ま
しい向きまたは好ましい向き群が決定される。この決定操作の一例を図４ｂ及び５ｂに表
している。制御論理ユニット２０は、方向Ｄのビーム１６に対してＸ線強度を不均一に分
布させている。制御論理ユニットによって、Ｘ線管が発生させる照射線量が身体を基準と
した主方向の向きＡ０～Ａ９の関数として曝射中に変更される。こうした分布の例示的な
一実施形態を図５ｂに表している。
【００６３】
　検出器１４は、多数の主照射方向Ｄを表している多数の投影画像を収集する。制御論理
ユニットは、対応する方向Ｄごとに受け取ったＸ線の強度の関数として各投影画像に対し
て適応フィルタを適用している。
【００６４】
　制御論理ユニット２０は、この多数のフィルタ処理済み投影画像をデータメモリ２４内
に収集する。コンピュータ断層で使用されるタイプの画像再構成アルゴリズムを次いで適
用することによって、あるスライス面内の画像並びに該スライス面と隣接する面内のその
他の画像を再構成することが可能となる。したがって、単一スキャンにおいて画像のすべ
てが収集される合成断層撮像と呼ぶことが可能となる。実際面では、このスライス面の画
像は探査が１８０°に対して実施されない場合において隣接する面の画像と比べてより精
細となる。
【００６５】
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　この合成が含意する補正はその多くにおいて、Ｘ線管焦点の経路が検出器位置と相似関
係になく、検出器は異なる入射角に沿って投影の法線方向に対して傾斜を示すことに関連
するものである。制御論理ユニットはコンピュータ断層再構成アルゴリズムに関するこれ
らの収集制約要件の影響を補正する。
【００６６】
　選択したビューを基準として乳房の全体描出を得るために、制御論理ユニットは経路Ｔ
の向きＡ’１～Ａ’９に関して同じ操作を実施する。
【００６７】
　図４ａは、均一な線量分布の従来技術方針を表した模式図である。図４ａの例では、方
向Ｄの向きは均一な角度分布θを有する。同様にその線量は多数の方向Ｄに対して均一に
分布されている。各向きごとに検出器は、乳房の投影半径に依存するような投影軸に沿っ
たＺ応答を与える。
【００６８】
　図４ａの展開及び分布モードでは、乳房の不透過体４０など大サイズの放射線学的徴候
が高い選択度で検出される。しかし微小石灰化４１など乳房の小サイズの放射線学的徴候
ではその応答が極めて短くなり、これにより使用する再構成方法や表示方法と無関係に病
変の検出能力が影響を受けることになる。この問題点は、従来式の均一分布の線量では境
界線向きの近傍の向きに対して割り当てられる線量が伝達される情報に対して過剰である
ことに由来する（この情報は臨床上ほとんど利用されることがなく、また病変検出に悪影
響を及ぼすことさえあり得る）。
【００６９】
　本発明は、図４ｂから理解できるように不均一な線量分布という方針を実現することに
よってこの問題点を解決している。図４ｂの例では、この線量分布方針によって乳房に関
する異方性（ａｎｉｓｏｔｒｏｐｉｃ）３Ｄ再構成が可能となる。したがって検出される
放射線学的徴候のＺ応答は、線量の最適な利用による大サイズと小サイズの放射線学的徴
候に対する同時検出という臨床目標の関数として規定される。この種の方針では、検出し
ようとする放射線学的徴候のサイズに伴って実効角度方向が変更される。
【００７０】
　図５ａは、管球の経路に沿った角度展開を決定するモードの１つを表している。トモシ
ンセシスでは、その角度展開が組織の重複に対して重要な影響を有している。このため、
境界線向きの間での向きの展開を決定するために、制御論理ユニットは減衰係数がμで直
径４４の長さがｄの２つの同一の均一球体構造４２及び４３を想定する。この２つの球体
構造４２及び４３は、同じ垂直軸４５に沿ってその中心同士が距離ａを有する。この軸方
向で球体４２及び４３を明瞭に識別するのに必要な角度θは、その投影が接線方向になる
ような最小角度によって規定される。
【００７１】
　この基本に基づいて制御論理ユニットは、乳房内に存在するすべての放射線学的徴候を
識別するのに用いる向きの展開角度を計算することができる。一例ではその制御論理ユニ
ットは、２つの種別の放射線学的徴候のみ（すなわち、不透過体と微小石灰化）を想定す
ることがある。別の病変を想定することもあり得る。
【００７２】
　不透過体は比較的低い減衰係数Δμと２ｍｍ＜ｄ＜８ｍｍの範囲の大きな直径を有して
おり、また微小石灰化はこれより高い減衰係数Δμとより小さい直径ｄ＜１ｍｍを有して
いる。放射線学的徴候の各種別ごとに、制御論理ユニットは固定の分離距離ａを割り当て
ている。制御論理ユニットは、一定の分離ピッチによって放射線学的徴候の直径の変動を
生じさせる際の各向きの展開角度を計算する。好ましい一例では、制御論理ユニットは微
小石灰化の直径では一定分離ピッチ０．１ｍｍで、また不透過体の直径では一定分離ピッ
チ１ｍｍで変動を得ている。
【００７３】
　このことは、０度の中央の向きの近傍の角度間隔ではその角度比が比較的小さいと想定
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し、また管球境界線向きの近傍の向きでは角度比がこれより大きいと想定することを意味
する。
【００７４】
　図５ｂは、線量分布モードの好ましい一実施形態を表した図である。この例では、ｙ軸
はＸ線強度または線量の百分率で形成されており、またｘ軸は主照射方向の向きのそれぞ
れが中央の向きに対してつくる角度で形成されている。この線量は向きＡ’９～Ａ９の全
体に関して不均一に分布している。これらの向きは向き群中の２つの境界線向きＡ９とＡ
’９の間で角度展開される。これらの向き群は中央の向きＡ０の各側に配置設定されてい
る。
【００７５】
　制御論理ユニットは経路Ｔに関する好ましい向きまたは好ましい向き群を決定する。こ
の好ましい向きまたはこの好ましい向き群に対する割り当ては総線量の５／９を超えてい
る。
【００７６】
　図５ｂの例では、中央の向きＡ０が好ましい向きであると見なしている。制御論理ユニ
ットは、中央の向きＡ０に対して総線量の５／９を超える割り当てをしている。これが最
大の線量を受け取る向きとなる。これによって総線量の７０％～８０％が受け取られる。
中央の向きＡ０の近傍の向きＡ’１及びＡ１は総線量の１０％～２０％を受け取る。中央
の向きＡ０の近傍の向きＡ’２及びＡ２は総線量の５％～１０％を受け取る。境界線向き
Ａ９及びＡ’９の近傍のそれぞれ向きＡ６、Ａ７及びＡ’６、Ａ’７は総線量の１％～３
％。中間向きＡ３、Ａ４及びＡ’３、Ａ’４は線量の３％～５％を受け取る。この例では
、制御論理ユニットはその向きが中央の向きＡ０に近づくに連れて線量を増加させている
。
【００７７】
　その好ましい向きは、その主方向が乳房支持体の面と直交するような向きとすることが
好ましい。これはまた、向きの全体数を２つの部分に分離する向きとさせることがある。
これは本発明の実施形態に従って規定することができる。
【００７８】
　制御論理ユニットはさらに、好ましい向き群に対して総線量の５／９を超えて割り当て
することが可能である。向き群の各向きは好ましい向きの各側に配置設定させている。
【００７９】
　本発明ではしたがって、再構成光軸（すなわち、スライス面と直交する軸）の最も近い
角度域内までの補償を伴う線量分布によってその画質が改善されることを示すことが可能
である。このため、従来技術の分布に対してその線量分布を補正した任意の方針によって
微小石灰化や不透過体などの２つの種別の放射線学的徴候の検出に関してより良好な結果
が得られる。
【００８０】
　好ましい一例では、その線量分布方針は以下のように規定することができる。その向き
が境界線向きの最も近くにある境界線群については、制御論理ユニットは総照射線量の９
分の１より低い累積照射線量を与える。その向きが中央の向きの各側で展開される中央の
群については、制御論理ユニットは総照射線量の５／９より多い累積照射線量を与える。
また中央群と境界線群の間に位置する中間群については、群の向きの数は境界線群の向き
の数より少ない。
【００８１】
　このタイプの分布によれば、乳房の投影サイズ並びに収集の開口角によって投影軸に沿
った応答が決定される。この線量は各投影位置において、その情報内容が境界線群に属す
る向きにおいてより小さい放射線学的徴候については判定が可能でないように調整される
。より小さい放射線学的徴候の判定は中央群の向きにより与えられる情報内容によって可
能としている。これによって小サイズの放射線学的徴候の応答と比較したときの大サイズ
の放射線学的徴候の応答の低減が可能となる。このため、正確に設計された角度プロフィ
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ールに沿って線量を分布させることによって、概ね乳房のサイズと無関係の応答が生じる
。したがって本発明では、検出しようとする放射線学的徴候の直径及び種別が各角度に対
して割り当てられる。
【００８２】
　図５ｃは線量分布プロフィールの一例である。図５ｃの例では、制御論理ユニットは放
射線学的徴候の各種別ごとに分離距離ａを決定する。微小石灰化の種別では、その距離ａ
が２ｍｍに等しいと規定される。キャパシティの種別では、その距離ａが１０ｍｍに等し
いと規定される。２つの境界線向きの間における向きの角度展開の計算結果を以下の表に
表している。
【００８３】
　この表は、放射線学的徴候の種別並びに分離距離ａの値に関する情報を提供する第１の
縦列を有する。この表の第２の縦列は、検出しようとする放射線学的徴候の直径に関する
情報を提供する。この第２の縦列内ではその一定分離ピッチは、微小石灰化では０．１ｍ
ｍにまた不透過体では１ｍｍに等しい。第３の縦列は、乳房支持トレイの法線を基準とし
た向きの展開角度に対して、検出しようとする放射線学的徴候の直径及び種別の関数とし
た計算値を与えている。第４の縦列は、向きの角度ピッチに対する計算値を与えている。
この角度ピッチは２つの連続する向きが形成する角度である。
【００８４】
【表１】

　微小石灰化と不透過体に関する結果を組み合わせることによって、中央の向きの近傍の
向きに関する角度ピッチθ≒３°と境界線向きの近傍の向きに関する角度ピッチθ≒７°
が得られる。
【００８５】
　制御論理ユニットは、表の各放射線学的徴候サイズを特徴付けるコントラストを計算す
ることによって線量分布方針を決定する。これを実行するために制御論理ユニットは、減
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衰係数Δμ＝０．０２７ｍｍ－１を不透過体に対して割り当て、また係数Δμ＝０．７１
４ｍｍ－１を微小石灰化に対して割り当てる。表の各放射線学的徴候サイズごとに、制御
論理ユニットは対応する減衰係数を計算する。この減衰係数の表から制御論理ユニットは
、表の放射線学的徴候の各サイズに対する対応するコントラスト表を決定する。次いで制
御論理ユニットは必要な線量を計算するために、これらの放射線学的徴候について計算し
たコントラストの関数として投影画像内において放射線学的徴候の識別を可能とする数学
的判定基準（例えば、Ｒｏｓｅの判定基準など）を使用する。したがって、Ｒｏｓｅの数
学的判定基準を用いかつコントラストを基準とすることによって、制御論理ユニットは図
５ｂの線量分布方針を決定する。線量分布方針を決定すためには、別のタイプの数学的基
準を使用することも可能である。
【００８６】
　制御論理ユニット１０は、表の結果に従って経路Ｔの境界線向きの間での向きの角度分
布を実施する。制御論理ユニットは計算したＸ線線量を各向きに割り当てる。この不均一
線量分布を用いることによってがん細胞に関して高いコントラストを得ることが可能とな
る。この線量は、標準マンモグラフィ内で２つの放射線撮像投影を取得するために従来技
術で使用される線量に等しいことが好ましい。
【００８７】
　好ましい一実施形態では、制御論理ユニット１０は中央の向きの近傍の向きに対してよ
り大きな線量を割り当てている。
【００８８】
　制御論理ユニット１０は先ず、別の向きでの放出に先だって中央の向きでのＸ線放出を
指令することができる。さらに、中央の向きの近傍の向きでの放出に先だって境界線向き
の近傍の向きでの放出を指令することもできる。さらに、中央の向きの右側に配置設定し
た向きでのみ放出を指令することができる。このケースでは、中央の向きが２つの部分の
２等分線であると見なして中央の向きの左側に配置設定される向きを決定する。
【００８９】
　検出器１４は、経路Ｔの各向きでの放出を表している投影画像を収集する。この投影画
像の処理を図６に表している。
【００９０】
　図６は、各投影画像に適用する適応フィルタを表したグラフである。ｙ軸は振幅（単位
：ｍｍ）を表している。ｘ軸は空間周波数を表している。これらの投影画像は、再構成工
程中におけるノイズの伝播を制御するために必要な適応空間フィルタによる処理を受ける
。
【００９１】
　この空間フィルタは所与のサイズのフィルタ処理コアを有する。中央の向きの近傍の向
きに対応する投影画像に関するコアのサイズは、境界線向きの近傍の向きに対応する投影
画像に関するコアのサイズより小さい。
【００９２】
　好ましい一例では、これらの空間フィルタはウィーナーフィルタである。こうしたフィ
ルタに関する具体的な一実現形態が文書番号第ＦＲ２８　６４　２９９Ａ号に記載されて
いる。制御論理ユニットは、この投影画像に割り当てられるＸ線線量の関数として各画像
データ片に対してウィーナーフィルタを適用する。
【００９３】
　図６は、２つの線量レベルに対応する３つのウィーナーフィルタ曲線Ｃ１～Ｃ３と３つ
のタイプの放射線学的徴候とを示している。曲線Ｃ１は、その割り当て線量が総線量の０
．１％～５％でありかつ検出しようとする放射線学的徴候の直径が３．６ｍｍであるよう
な投影画像に適用するウィーナーフィルタを表している。この投影画像は境界線向きの近
傍の向きにおいて与えられる。ここでの放射線学的徴候は不透過体である。
【００９４】
　曲線Ｃ２は、その割り当て線量が総線量の０．０６％～５％でありかつ検出しようとす
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る放射線学的徴候の直径が２ｍｍであるような投影画像に適用するウィーナーフィルタを
表している。この投影画像は、中央の向きと境界線向きの間の中間向きとなる向きにおい
て与えられる。ここでの放射線学的徴候は不透過体である。
【００９５】
　曲線Ｃ３は、その割り当て線量が総線量の０．３％～３０％でありかつ検出しようとす
る放射線学的徴候の直径が０．５ｍｍであるような投影画像に適用するウィーナーフィル
タを表している。この投影画像は中央の向きの近傍の向きにおいて与えられる。ここでの
放射線学的徴候は微小石灰化である。
【００９６】
　図６から理解できるように、割り当てられる線量及びコアのサイズは、中央の向きを基
準とした角度方向の特定に従って段階的かつ単調性に変更される。フィルタの値は全体と
して空間周波数の関数として減少する。中央の向きの近傍の向きに関するフィルタの値は
境界線向きの近傍の向きに関するフィルタの値より大きい。
【００９７】
　ここで各向きは、割り当てられたサイズ及び放射線学的徴候種別、線量、並びに空間周
波数に関連する曲線を有する。各向きごとに制御論理ユニットは、その入力信号が直径と
この向きと関連付けした所与のコントラストとによって検出しようとする放射線学的信号
であることを前提として、空間周波数及び変調伝達関数とリンクさせた曲線からウィーナ
ーフィルタを決定する。
【００９８】
　これらのフィルタは、再構成工程中に微小石灰化などの小サイズの放射線学的徴候に対
する信号対雑音比を保全する機能を有している。この保全は再構成中におけるノイズスペ
クトルに対するこれらの低線量投影の高周波数寄与を排除することによって実施される。
【００９９】
　この向き角度展開によって組織の重複が低減される。この線量分布方法によって、総線
量がより適正に利用できると共に、臨床関心対象を伴う構造が見失われるリスクも低下す
る。
【０１００】
　図７は、本発明の方法を実現するための手段を表している。図７の工程１００では、Ｘ
線管１３が事前決定の経路Ｔに従った多数の投影Ｐ１～Ｐｎを得るために患者乳房を通過
させてＸ線強度を放出する。これらのＸ線強度は、図５ａ～５ｃに記載した方針に従って
投影の間で分布させている。
【０１０１】
　検出器４は、それぞれが投影Ｐ１～Ｐｎを表しているＸ線投影画像Ｉ１～Ｉｎを収集す
る。制御論理ユニットはこの投影画像Ｉ１～Ｉｎを処理する。
【０１０２】
　工程１０１では、制御論理ユニットは各投影画像Ｉ１～Ｉｎに前処理アルゴリズムを適
用する。
【０１０３】
　工程１０２では、制御論理ユニットは各前処理投影画像に対して図６に示したようなウ
ィーナーフィルタを適用する。工程１０３では、制御論理ユニットは単純な逆投影再構成
アルゴリズムを適用する。このアルゴリズムは、検出器と平行な様々なスライス面でのボ
リューム再構成のために使用される。本明細書では、乳房のトモシンセシスという用語を
使用している。このトモシンセシス再構成中において乳房のディジタルボリュームを提供
するために前処理済みかつフィルタ処理済みの画像Ｉ１～Ｉｎのすべてが使用される。こ
のトモシンセシス技法によって、少ない数の２Ｄ投影または投影画像によって検査され、
限定された角度領域にわたって分布させ、かつディジタル検出器上で収集されるような乳
房の３Ｄボリューム再構成が可能となる。
【０１０４】
　工程１０４では、制御論理ユニットはこのディジタルボリュームに対して処理アルゴリ
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ズムを適用する。この処理アルゴリズムは、ディジタルボリューム内の放射線学的徴候の
処理及び検出に使用される任意のタイプの従来技術アルゴリズムとすることが可能である
。本発明の方法によって、放射線学的徴候の検出において処理アルゴリズムの選択性を高
めることができる。
【０１０５】
　工程１０５では、制御論理ユニットは、再構成ボリュームの処理済みスライスを表示す
る。図面の符号に対応する特許請求の範囲中の符号は、単に本願発明の理解をより容易に
するために用いられているものであり、本願発明の範囲を狭める意図で用いられたもので
はない。そして、本願の特許請求の範囲に記載した事項は、明細書に組み込まれ、明細書
の記載事項の一部となる。
【図面の簡単な説明】
【０１０６】
【図１ａ】トモシンセシス画像の収集原理を示した概略図である。
【図１ｂ】乳房に対する再構成ディジタルボリュームのスライスを表した概略図である。
【図２】Ｘ線線量の分布方針を表した概略図である。
【図３】本発明の改良型手段を備えたＸ線デバイス（特に、マンモグラフィ装置）の概略
図である。
【図４ａ】従来技術による線量分布方針の効果を示した概略図である。
【図４ｂ】本発明における線量分布方針の効果を示した概略図である。
【図５ａ】本発明による管球の曝射位置の角度分布並びにＸ線強度の分布方針を決定する
ための様式を表した図である。
【図５ｂ】本発明による管球の曝射位置の角度分布並びにＸ線強度の分布方針を決定する
ための様式を表した図である。
【図５ｃ】本発明による管球の曝射位置の角度分布並びにＸ線強度の分布方針を決定する
ための様式を表した図である。
【図６】本発明による各投影画像に適用する適応フィルタを表したグラフである。
【図７】本発明の方法を実現するための手段を表した図である。
【符号の説明】
【０１０７】
　２　乳房
　３　検出器
　４　Ｘ線管
　５ａ～５ｎ　断面
　６　臨床関心領域
　７　臨床関心領域
　１０　Ｘ線デバイス
　１１　垂直の支柱
　１２　ヒンジ式アーム
　１３　Ｘ線放出管球
　１４　検出器
　１５　焦点
　１６　Ｘ線ビーム
　１７　乳房支持トレイ
　１８　摺動式パッド
　２０　制御論理ユニット
　２１　外部バス
　２２　マイクロプロセッサ
　２３　プログラムメモリ
　２４　データメモリ
　２５　表示画面



(17) JP 5507804 B2 2014.5.28

10

20

30

40

　２６　キーボード
　２７　出力／入力インタフェース
　２８　内部バス
　２９　ゾーン
　３０　ゾーン
　３１　ゾーン
　３２　ゾーン
　３３　ゾーン
　３４　ゾーン
　３５　ゾーン
　３６　ゾーン
　３７　ゾーン
　３８　ゾーン
　４０　不透過体
　４１　微小石灰化
　４２　球体構造
　４３　球体構造
　４４　直径
　４５　垂直軸
　１００　工程
　１０１　工程
　１０２　工程
　１０３　工程
　１０４　工程
　１０５　工程
　Ａ０　第１の中央角度方向
　Ａ１～Ａ９　向き
　ｄ　長さ
　Ｄ　主放出方向
　Ｃ１　曲線
　Ｃ２　曲線
　Ｃ３　曲線
　Ｇ１　中央群
　Ｇ２、Ｇ’２　中間群
　Ｇ３、Ｇ’３　境界線群
　Ｉ１～Ｉｎ　Ｘ線投影画像
　Ｎ　面
　Ｐ０　中央位置
　Ｐ’ｎ～Ｐｎ　位置
　Ｔ　経路
　ｚ　距離
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